工事業者向け資料
住宅改修費の支給について




１．住宅改修費の支給
　　　要介護・要支援被保険者（以下「要介護被保険者等」という。）が、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修（以下「住宅改修」という。）を行ったときは、当該要介護被保険者等に対し、居宅介護（介護予防）住宅改修費を支給するものです。
※住宅改修の種類は別紙１のとおりです。

２．利用できる方
　　　住宅改修は介護保険要介護・要支援認定を受け、在宅で生活をし、次の（１）～（５）を全て満たしている方です。
（１）要介護（支援）被保険者が実際に居住している住宅の改修であり、被保険者証に記載されている住所地の住宅であること。
（２）要介護（支援）被保険者の心身の状況、住宅の状況により必要と認められる改修であること。
（３）介護保険の給付制限を受けていないこと。
（４）認定申請中（新規・更新・区分変更）ではなく、要介護度が決定していること。
（５）入院中及び施設入所中でないこと。
※ただし、（４）・（５）について急を要する場合には、事前に町と協議し、「居宅介護（介護予防）住宅改修事前着工届出書」を提出することにより可能とします。

３．支給限度額
改修工事費のうち、介護保険の住宅改修と認められる工事費の自己負担額１割※を除く額を住宅改修費として支給します。ただし、住宅改修費の限度額は、要介護（支援）被保険者１人につき２０万円 （自己負担額を含む。）までの支給となります。
　　※一定以上の所得がある人は２～３割負担となります。

＜例外：３段階リセットの例外＞
最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日の要介護認定区分を基準として、次表に定める「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合には、再度２０万円（自己負担額を含む。）まで支給することができます。なお、この取扱いは１回限りです。
	「介護の必要の程度」の段階
	要介護等状態区分

	第六段階
	要介護５

	第五段階
	要介護４

	第四段階
	要介護３

	第三段階
	要介護２

	第二段階
	要支援２　又は　要介護１

	第一段階
	要支援１


・要支援１から要介護２となった場合、要介護等状態区分は３段階上がるものの「介護の必要の程度」の段階は２段階しか上がっていないため、３段階リセットの例外は適用されません。
・「介護の必要の程度」の段階は３段階以上上がっても自動的に３段階リセットの例外が適用されないため、その時点で住宅改修を行わない場合には適用されません。
・適用された場合は、以前の住宅改修支給可能残額があってもリセットされ、支給限度額は２０万円となります。支給限度額はリセット後の金額で管理されます。
・転居した場合は転居後の住宅改修に着目し３段階リセットの例外が適用されます。

４．支給方法
住宅改修の支給申請は「償還払い」、「受領委任払い」のいずれかの制度を選択して利用できます。
　　　支給申請手順等については別紙２を参照。
	制度名
	内容

	償還払い
	工事完了後、利用者は費用の全額を住宅改修事業者に支払い、その後、１割※を除く保険給付分を町から利用者に支給します。

	受領委任払い
	工事完了後、利用者は１割※のみを住宅改修事業者に支払い、その後、保険給付分を町から住宅改修事業者に支払います。ただし、「世羅町介護保険住宅改修受領委任取扱事業者」として町に登録されている事業者のみ適用されます。


※一定以上の所得がある人は２～３割負担となります。

【償還払い方式】

住宅改修事業者


1 10割分の支払い



②　９～７割を償還

利用者
世羅町




【受領委任払い方式】

住宅改修事業者


2 ９～７割を支給
1 １～３割分の支払い



世羅町

利用者


５．受領委任払取扱事業者の登録
住宅改修の受領委任払いを行うには、事前に世羅町への登録が必要となります。登録を希望される場合は、次の書類を提出してください。
1 介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書
2 納税証明書
・登録期限はありません。随時、受け付けます。
・登録後、町から「受領委任払取扱事業者登録決定通知書」を送付します。登録年月日以降の住宅改修について受領委任払いが適用されます。
・登録された事業者については、町のホームページ又は、世羅町福祉課窓口で確認できます。
・事業者登録をした後、登録内容に変更がある場合又は、事業の廃止・休止・再開をする場合は別途町への届出が必要です。

６．申請及び支給決定に際しての留意事項
[bookmark: _Hlk42498629]　　①　介護保険住宅改修費支給申請書中の「住宅改修に必要とする費用」の欄は、介護保険住宅改修費の支給対象となる住宅改修の費用のみ記入する。
　　②　対象となる工事でも、被保険者に必要のないものについては支給しません。
　　③　工事内訳書は、住宅改修を行った家屋の所在地及び所有者の氏名、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を介護保険の支給対象内外に、適切に区分する。
　　④　老朽化、物理的、化学的な摩耗、消耗を理由とするものは支給対象とならない。
　　⑤　新築は、住宅改修の支給対象とならない。
　　⑥　増築は、新たに居室を設ける場合等は対象とならない。廊下の拡幅に合わせて手すりを取りつける場合、便所の拡張に伴い和式便器から洋式便器に取り換える場合等は、手すりの取りつけ費用、洋式便器等への取り換え費用のみ支給対象となる。
　　⑦　被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等が工事を行った場合は、材料の購入費を支給対象とする。この場合の領収書は材料を販売した者が発行したものとし、工事内訳書は、使用した材料の内訳を記載した書類を本人又は家族等が作成して添付すること。
　　⑧　同一の住宅について同時に複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合は、当該住宅改修のうち、各被保険者に有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行うものとする。よって、共用の居室についてひとつの種類（例えば床材の変更）の住宅改修を行った場合は、いずれか一方のみが支給申請を行うものとする。

その他にも質問等があれば、被保険者等の不利益にならないよう、着工前にご相談ください。

７．お問合せ先及び申請先
世羅町世羅保健福祉センター内
福祉課　高齢者地域包括支援係
　　電話：（０８４７）２５－００７２　　FAX：（０８４７）２５－００７０

別紙１
住宅改修費の支給対象となる住宅改修の種類
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の工事種別は、次のとおりです。

（１）手すりの取付け
　　　　廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与の「手すり」に該当するものは除く。
　　　※取付工事を伴わない床に置くだけのものは該当しない。

（２）段差の解消
　　　　居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修を言い、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定される。なお、貸与の「スロープ」又は購入の「浴室内すのこ」を置くことによる段差解消は除く。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事も除く。
※取付工事を伴わないスロープは「福祉用具の貸与」、浴室すのこでの段差解消は「福祉用具購入費」の対象となります。

（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
　　　　居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。
　　　※居宅要介護（支援）被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には畳敷から畳敷（転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。）への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められる。

（４）引き戸等への扉の取替え
　　　　開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取り替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象とならない。
　　　※引き戸等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合は給付対象となる。

（５）洋式便器等への便器の取替え
　　　　和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし、福祉用具購入費の支給対象となる「腰掛便座」の設置は除く。
　　　　和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。また、非水洗和式便器から水洗式洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は保険給付の対象にならない。
※和式便器の上に置いて腰掛け式に替えるものは「福祉用具購入費」の対象となる。

（６）その他（１～５の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修）
　　　（１）～（５）の改修に付帯して必要となる住宅改修としては以下のものが考えられる。
○　手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
　　○　段差の解消
浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
　　○　床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
　　○　扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
　　○　便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。）、便器の取替えに伴う床材の変更

別紙２
支給申請手順
支給決定
審査
改修工事
完了届
審査
事前申請




償還払い制度を利用する場合


1 利用者が担当のケアマネジャー等に相談



2 住宅改修事業者の決定


工事内容や期間、費用等について協議します。
支給可能金額については、以前の介護保険住宅改修費支給額等が影響しますので、事前に確認をお願いします。

3 ケアマネジャー等が福祉課へ事前申請


以下の書類が必要です。
（１）介護保険住宅改修費支給申請書（住宅改修の内容、施工予定の業者名、着工及び完成予定年月日、改修予定額、住宅所有者承諾書等の記載があるもの） 
（２）住宅改修が必要な理由書（基本的に理由書の作成はケアマネジャーとしますが、市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている専門家も含まれます。ただし、その場合は十分に連絡調整を行うことが必要です。） 
（３）工事種別ごとの工事費内訳書又は見積書（材料費、施工費、諸経費等が区分されているもの）
（４）図面（改修箇所や規格、寸法がわかるもの）
（５）改修前の写真（改修箇所毎の写真で、必ず確認年月日を入れたもの）
１カ所の改修であっても、距離や角度を変えて周辺の状態が確認できるよう、複数枚撮影してください。
（６）居宅介護（介護予防）住宅改修事前着工届出書（※新規申請中又は入院、入所中の場合のみ）

町職員が住宅改修の内容を確認し、工事に関する問題点や書類・要件の不備等がなければ事前申請は終了し、着工可能となります。

　　　4 住宅改修工事を実施


工事着工後も必要に応じて利用者や住宅改修事業者と協議を行い、利用者が安心して自宅で暮らしていけるよう、十分な連絡調整をお願いします。
なお、事前申請いただいた工事内容又は工事金額に変更が生じる場合は、至急ご連絡ください。ご連絡いただけずに着工された場合は介護保険住宅改修の対象外となる場合があります。

5 利用者から住宅改修事業者へ住宅改修費用の支払


住宅改修事業者は、住宅改修完了後、改修費用を利用者から受領します。なお、領収書については、介護保険住宅改修費の支給対象外となる工事費用を含めた金額を記載しても差し支えありませんが、この場合、住宅改修に要した費用として適切に算出されたものであることがわかるよう、工事費内訳書において算出を明示するものとします。また、介護保険支給対象分の金額もわかるよう記載をお願いします。詳しくは、別紙３「領収書発行に係る留意事項」をご確認ください。

6 ケアマネジャー等が福祉課へ完了の届出


以下の書類が必要です。 
（１）　完了届
（２）　工事種別ごとの工事費内訳書又は請求書（材料費、施工費、諸経費等が区分されているもの）
（３）　図面（改修箇所や規格、寸法がわかるもの）
（４）　改修後の写真（改修箇所毎の写真で、必ず確認年月日を入れたもの）
（５）　領収書（申請時には原本を添付してください。必要であれば確認後返却します。）
　　　　※別紙３「領収書発行に係る留意事項」参照
（６）　委任状（申請者（被保険者）と口座名義人が異なる場合のみ）

提出された書類及びケアマネジャー等への聴取により、町職員が住宅改修の内容を確認します。工事に関する問題点や書類・要件の不備等がなければ完了届は受理されます。

7 住宅改修費の支給


完了届を受付後、内容を審査し、適当と認めたものについて、おおよそ申請受理月の翌月に保険給付分である対象工事費用の自己負担分を除く支給額を決定し、利用者の指定口座に振り込みます。振込当日には「住宅改修費支給決定通知書」を送付します。
申請書類に不備があった場合や、工事内容の確認等で通常以上に時間を要した場合は、通知や支払が遅れることがあります。


受領委任払い制度を利用する場合


1 利用者が担当のケアマネジャー等に相談



2 住宅改修事業者の決定


受領委任払いの対象となる住宅改修事業者は、世羅町介護保険住宅改修費受領委任取扱事業者として登録されている事業者に限ります。工事内容や期間、費用等について協議します。
受領委任払いを利用する場合、住宅改修事業者と利用者間で合意が必要となります。

3 ケアマネジャー等が福祉課へ事前申請


　以下の書類が必要です。
[bookmark: _Hlk31877889]（１）介護保険住宅改修費支給申請書（住宅改修の内容、施工予定の業者名、着工及び完成予定年月日、改修予定額、住宅所有者承諾書等の記載があるもの） 
（２）委任状兼居宅介護（介護予防）住宅改修費振込依頼書（受領委任払い用）
（３）住宅改修が必要な理由書（基本的に理由書の作成はケアマネジャーとしますが、市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている専門家も含まれます。ただし、その場合は十分に連絡調整を行うことが必要です。）
（４）工事種別ごとの工事費内訳書又は見積書（材料費、施工費、諸経費等が区分されているもの。）
（５）図面（改修箇所や規格、寸法がわかるもの）
（６）改修前の写真（改修箇所毎の写真で、必ず確認年月日を入れたもの。）
１カ所の改修であっても、距離や角度を変えて周辺の状態が確認できるよう、複数枚撮影してください。
（７）居宅介護（介護予防）住宅改修事前着工届出書（※新規申請中又は入院、入所中の場合のみ）

町職員が住宅改修の内容を確認し、工事に関する問題点や書類・要件の不備等がなければ事前申請は終了し、着工可能となります。

4 住宅改修工事を実施


工事着工後も必要に応じて利用者や住宅改修事業者と協議を行い、利用者が安心して自宅で暮らしていけるよう、十分な連絡調整をお願いします。
なお、事前申請いただいた工事内容又は工事金額に変更が生じる場合は、至急ご連絡ください。ご連絡いただけずに着工された場合は介護保険住宅改修の対象外となる場合があります。

5 利用者から住宅改修事業者へ住宅改修費用における自己負担分の支払


住宅改修事業者は、住宅改修完了後、介護保険支給対象の改修費用に１割※を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）を利用者負担額として利用者から受領します。
なお、領収書については、住宅改修費の支給対象外となる工事費用を含めた金額を記載しても差し支えありませんが、この場合、住宅改修に要した費用として適切に算出されたものであることがわかるよう、工事費内訳書において算出を明示するものとします。また、介護保険支給対象の自己負担分としての金額もわかるよう記載をお願いします。詳しくは、別紙３「領収書発行に係る留意事項」をご確認ください。
※一定以上の所得がある人は２～３割となります。

6 ケアマネジャー等が福祉課へ完了の届出


以下の書類が必要です。 
（１）　完了届
（２）　工事種別ごとの工事費内訳書又は請求書（材料費、施工費、諸経費等が区分されているもの）
（３）　図面（改修箇所や規格、寸法がわかるもの）
（４）　改修後の写真（改修箇所毎の写真で、必ず確認年月日を入れたもの）
（５）　領収書（申請時には原本を添付してください。必要であれば確認後返却します。）
　　　　※別紙１「領収書発行に係る留意事項」参照

提出された書類及びケアマネジャー等への聴取により、町職員が住宅改修の内容を確認します。工事に関する問題点や書類・要件の不備等がなければ完了届は受理されます。

7 住宅改修費の支給


完了届を受付後、内容を審査し、適当と認めたものについて、おおよそ申請受理月の翌月に保険給付分である対象工事費用の自己負担分を除く支給額を決定し、住宅改修事業者の指定口座に振り込みます。振込当日には「住宅改修費支給決定通知書〔受領委任〕」を送付します。
受領委任払いの要件の確認が必要な場合、申請書類に不備があった場合や及び工事内容の確認等で通常以上に時間を要した場合は、通知や支払が遅れることがあります。


別紙３
領収書発行に係る留意事項
（1） 住宅改修の利用者負担額について
　【利用者負担額の算出に当たっての留意事項】
・１円未満の端数は切り上げます。
・住宅改修に係る改修費用の額が支給限度基準額（20万円）を上回る場合は、支給限度基準額内の改修費用の額に１割※を乗じた額及び基準額を超えた部分の金額を利用者負担額として支払います。
※一定以上の所得がある人は２～３割負担となります。
（例１）改修費用の額が134,567円で、自己負担額が１割の場合
利用者負担額 ＝ 134,567円 × 1／10 ＝ 13,456.7円
≒ 13,457円【１円未満の端数切り上げ】




（例２）改修費用の額が223,445円で、自己負担額が１割の場合
支給限度基準額内の改修費用の額　＝223,445円＞200,000円
＝200,000円
利用者負担額　200,000円×1／10＝20,000円・・・①
（住宅改修費支給予定額：180,000円）
住宅改修費支給対象外　　　　　　223,445円－200,000円＝23,445円・・・②

住宅改修費支給申請用領収書額面　①＋②　43,445円



　





（例３）既に160,555円分の住宅改修を行っている利用者が、80,000円の住宅改修を行い、自己負担額が１割の場合
支給限度基準額内の改修費用の額　＝200,000円―160,555円 
＝39,445円 
利用者負担額　39,445円×1／10 ＝3,944.5円
≒3,945円【１円未満の端数切り上げ】・・・①
（住宅改修費支給予定額：35,500円）
住宅改修費支給対象外　　　80,000円－39,445円＝40,555円・・・②

住宅改修費支給申請用領収書額面　①＋②　44,500円













（2） 領収証の記載について 
住宅改修事業者は、利用者から利用者負担額の支払を受けた場合は、利用者に対し、以下の事項を記載した領収証を発行してください。 
・領収年月日
・住宅改修事業者の名称
・住宅改修の対象となる被保険者の氏名
・利用者負担額（１割、２割又は３割分）
※領収額の内訳として、改修費用の金額を記入してください。（介護保険対象外も含む。）
※支給限度基準額は、必ずケアマネジャーや福祉課に確認してください。

◆領収証の例
（例１）の場合領 収 証 　令和〇年○月○○日
世羅 太郎 様 
金 額
￥１３，４５７－
但し、トイレへの手すりの取り付け工事代
介護保険支給対象工事費134,567円の利用者負担額１割として 
上記の金額を領収いたしました。 
（住宅改修施工事業者名） 印 
















（例２）の場合領 収 証 　令和〇年○月○○日
世羅 太郎 様 
金 額
￥４３，４４５－
但し、トイレへの手すりの取り付け及び廊下の段差解消工事代
223,445円のうち、介護保険支給対象自己負担額１割として20,000円、
自己負担23,445円として 上記の金額を領収いたしました。 
（住宅改修施工事業者名） 印 
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